
７

令和８年２月２日まで

詳細はこちら→

　令和７年度の納税通知書は、令和７年１月１日現在、東京23区内に土地や家屋をお持ちの方に
お送りしています。１月２日以降に売買や相続などの所有権移転があった場合や、家屋を取り壊し
た場合でも、１月１日現在の所有者の方が、今年度分の納税義務者となります。

不動産登記申請時には、課税明細書がご利用いただけます
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新築された年の翌年の１月31日（令和７年度は令和８年２月２日）まで

26

７

７

８

固定資産税・都市計画税の税額は、固定資産課税台帳に登録された価格（固定資産評価額）を基礎として算出した課税
標準額に、税率（固定資産税1.4％、都市計画税0.3％）を乗じて算出します。
２名以上で土地や家屋を共有されている場合は、原則として、不動産登記簿等に最初に氏名（名称）が登記・登録され
ている方のみに、納税通知書をお送りしています。

住民票の変更手続を行っても、納税通知書の送付先は変更されません。

価格は３年に一度見直しを行います。令和６年度に価格の見直しを行いましたので、令和７年度の価格は、原則として
令和６年度の価格が据え置かれますが、土地の税額については負担調整措置により上昇する場合があります。負担調整
措置の詳細は裏面中段をご覧ください。
価格等については、令和７年４月１日から令和７年６月30日まで都税事務所（※）で縦覧することができます。
　（※）土地や家屋が所在する区にある都税事務所（例：千代田区所在の土地の場合は千代田都税事務所）

不動産登記の申請を行う際には、登録免許税の算定のため、固定資産の価格を記載する必要があります。
その価格は、納税通知書に同封（※）されている課税明細書でご確認いただけますので、評価証明は原則不要です。
なお、納税通知書及び課税明細書は再発行できませんので、大切に保管してください。

（※）土地・家屋のいずれかの資産が７件以上の場合は、納税通知書とは別にお送りしております。

の申請
３年以内

令和６年４月１日から義務化されました。

してください 。

法務局　相続登記義務化８

 （※）納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理するための代理人のことをいいます。

インターネット（ＰＣ・スマートフォン）
電子申請サービス「LoGo フォーム」から
送付先変更手続を行ってください。

納税通知書に同封されている「納税通知書送付先
変更届・利用状況変更届」ハガキをお送りください。
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今年度価格等

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

価格が
急激に上昇

税額は徐々に上昇

イメージ

税額

価格


